
0幸田11円・成年後見制度利用支援事業実施要綱

（趣旨）

平成 17年

第 5号

改正平成24年第47号

第 1条 この要綱は、老人福祉法（昭和 38年法律第 13 3号）第 32条、知的障害者福祉法

（昭和 35年法律第 37号）第 28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和

2 5年法律第 12 3号）第 51条の 11の2の規定に基づきH庁長が行う成年後見、保佐又は

補助（以下これらのものを「成年後見等Jという。）の開始に係る審判の申立て（以下「審

判の申立て」という。）及びその申立てに要する賀’用の助成並びに家庭裁判所が成年後見人、

保佐人文は補助人（以下これらの者を f成年後見人等j という。）を選任した後における成

年後見人等に対する報酬｜（以下「報酬Jという。）の全部文は一部の助成に関し、必要な事

項を定めるものとする。

（対象者）

第 2条 町長による審判の申立ての対象となる者（以下 「対象者Jという。）は、次に掲げる

要件を満たしている者とする。

( 1 ) 成年後見制度の利用を必要としている認知症高齢者、知的障害者又は精till障害者で

あって、判断能力が不十分であるもの

( 2 ) 四親等内の親族（第4条及び第5条において「親族Jという。）がし、ない者文はこ

れらの者による審判の申立ての見込みがない者

（審判の申立ての要請）

第 3条 次に掲げる者は、対象者が成年後見制度の利用を必要とする状態にあると判断したと

きは、審判の申立てをするよう IIIT長に要請することができる。

( 1 ) 社会福祉法（昭和 26年法律第45号）第 2条に規定する事業に従事する職員、同

法第 15条に規定する所員、介護保険法（平成9年法律第 12 3号）第8条第 24項に規

定する介護保険施設並びに同条第 1項に規定する居宅サービス事業、同条第 14項に規定

する地域密着型サービス事業、同法第8条の 2第 1項に規定する介護予防サービス事業及

び同条第 14項に規定する地域密着型介護予防サービス事業に従事する職員

( 2) 医療法（昭和 23年法律第20 5号）第 1条の 5第 1項に規定する病院又は同条第

2項に規定する診療所の職員及び地域保健法（昭和 22年法律第 10 1号）第 5条第 1項

に規定する保健所のI隊員

( 3 ) 民生委員

( 4) その他対象者の日常生活のために有益な援助をしている者



（対象者及び親族の調査）

第4条 i町長は、前条の規定による要請を受けたとき又は必要と認めるときは、対象者に面接

し、次に掲げる事項を総合的に調査するものとする。

( 1 ) 対象者の事理を弁識する能力

( 2) 対象者の生活状況及び健康状況

( 3 ) 対象者の親族の存否及び当該親族が審判の申立てを行う意思の有無

( 4) その他対象者の福祉を図るために必要な事項

（審判の申立ての説明）

第5条 前条の規定による制査の結果、対象者の親族が確認されたときは、｜町長は、当該親族

に対して蒋判の申立ての必要性を説明し、親族による審判の申立てを促すものとする。

（町長による審判の申立て）

第6条 町長は、第4条の制査により必要と認めるとき又は同条の調査をすることができない

急迫の事情がある場合で対象者の福祉のために必要であると判断したときは、審判の申立て

を寸Tることができる。

（審判の申立ての手続）

第7条 審判の申立てに係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等は、家庭裁判所の定める

ところによる。

（審判の申立てに関する裂’用負担）

第8条 II町は、家事事件手続法（平成23年法律第 52号） 第 28条第 l項の規定により、 審

判の申立てに係る費用（次条において「審判申立費用Jという。）を負担する。

（審判申立Pl:’用の求｛賞）

第9条 11円・長は、審判申立，賀’用に関し、町が負担した審判申立費用の求償権を得るため、家事

事件手続法第 28条第 2項の命令に関するl職権発動を促す申立てを家庭裁判所に対して行う

ものとする。

2 町長は、前項の命令があったときは、対象者に対し、 当該審判申立裂’用を求償するものと

する。

3 対象者が次の各号のし、ずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず求償をしないも

のとする。

( 1 ) 生活保護法（昭和 25年法律第 14 4号）第6条に規定する被保護者（次条第 1項

第 1号において「被保護者」という。）

( 2 ) 審判申立費用の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者

（報酬の助成）

第 10条 町長は、第6条の規定による審判の申立てにより、成年後見等開始の審判を受けた



対象者又はIIIT内に転入した者で転入前の住所地の市区IDT村・長が審判の申立てを行い市区町村

から報酬の助成を受けていたもの（以下これらの者を「成年被後見人等Jという。）が次の

各号のいずれかに該当するときは、当該成年被後見人等に対し、 報酬の全部文は一部を助成

する ことができる。

( 1 ) 被保護者

( 2 ) 報酬の助成を受けなければ、成年後見tMJ.支の利用が困難な状況にある者

2 前項の規定により助成する金額は、家庭裁判所が決める金額の範囲内とし、特別養護老人

ホーム等の施設に入所している場合にあっては月額 1万8,0 0 0円以内、在宅で生活して

いる場合にあっては月額2万8, 0 0 0円以内とする。

（助成の申詩）

第 11条 報酬の助成を受けようとする成年被後見人等は、成年後見人等報酬i助成申詩書（様

式第 1号）に次に掲げる書類を添付し、 町長に提出しなければならない。

( 1 ) 成年後見等報酬付与の審判書J］春本の写し

( 2 ) 成年後見事務報告書の写 し

( 3 ) 財産目録書等の写し

（助成の決定）

第 12条 u~·長は、 前条の申詰があったときはその内容を審査し、助成の可否を決定し、 成年

後見人等報酬助成決定（却下）通知書（様式第2号）により 、当該成年被後見人等に通知す

るものとする。

（助成金の支払）

第 13条 町長は、前条の規定により報酬の助成に係る決定をしたときは、当該決定に係る助

成金を当該成年被後見人等に支払うものとする。

（成年後見人等の報告義務）

第 14条 報酬の助成を受けている成年被後見人等の成年後見人等は、当該成年被後見人等の

資産状況及び生活状況に変化があった場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

（助成の中止）

第 15条 Ii町長は、成年被後見人等の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成

の理由が消滅したと認めるとき若しくは著しく変化したときは、助成を中止し、又は助成の

金額を増減する。

（助成金の返還）

第 16条 H庁長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者に対し

て、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 H町長は、成年被後見人等の死亡時において、当該成年被後見人等の相続財産があることが



判明したときは、相続人に対して助成金の返巡を訪求することができる。

（雑則）

第 17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、 II庁長が別に定める。

ll付則

この要綱は、平成 17年4月 1日から施行する。

附則（平成 24年第47号）

1 この要綱は、平成 25年 1月 1日から施行する。

2 成年後見人等報酬助成申請書及び成年後見人等報酬助成決定（去II下）通知書の様式につい

ては、改正後の幸田町成年後見filll度利用支援事業実施要綱様式第 1号及び様式第2号の様式

にかかわらず、当分の問、なお従前の例によるこ とができる。
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